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令和10
（2028）

令和11
（2029）

鎌ケ谷市こども計画とは、すべてのこども・若者が尊重され、健やかに育ち、幸せに生活できるま
ちの実現を目指すための計画です。
少子化や育児の問題、こども・若者の育成支援、こどもの貧困対策など様々な課題を踏まえた取組
を定めるものです。

本計画は、「こども基本法」に基づく「自治体こども計画」として位置付けるとともに、子ども・
子育て支援事業計画など、こども・若者支援に関わる計画と一体的に策定します。
本計画の計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間となります。

鎌ケ谷市こども計画は、誰もが安心してこどもを生み育て、こ
どもたち一人ひとりが生まれ育った環境に左右されず、愛情に
包まれ、夢と希望を持って、身体的・精神的・社会的に将来に
わたって幸せな状態（ウェルビーイング）で成長できるまちの
実現を目指す計画です。
この考え方を示す基本理念として、「こどもたち一人ひとりが夢
や希望を持てるまち」を掲げ、計画を推進していきます。

こどもたち一人ひとりが夢や希望を持てるまち

鎌ケ谷市
こども計画とは

計画の趣旨

計画の位置付け・期間

計画の基本理念

調査・計画の
策定 第１期鎌ケ谷市こども計画
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総合福祉保健センター分館整備
来訪する子育て世帯の利便性の向上と関係各課の連携に
よるきめ細かな支援を行うため、子育て関係各課を集約し
た総合福祉保健センターの分館を整備します。

地域子育て相談機関の設置
市民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行う
ことができる地域子育て相談機関を令和7年度に各児童
センター（6館）及び公立保育園（4園）に設置します。

産後ケア事業の実施
産後4か月未満の産婦を対象に、病院、助産所等による宿
泊や通所、訪問にて休養や心身のケア及び育児サポートを
行います。また、利用料の減免措置を行います。

子ども医療費の助成
こどもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、高
校生年代までの医療費の全部又は一部を助成します。

妊婦健康診査の助成
妊婦と胎児の健康確保に向けて、妊婦健康診査費用を助成します。
また、新たに多胎を妊娠している妊婦を対象に、単胎の場合より追加で
受診する妊婦健康診査に係る費用について助成します。

基本理念「こどもたち一人ひとりが夢や希望を持てるまち」の実現に向けて、
5つの基本方針を掲げ、それぞれに結び付く取組を進めていきます。

安心してこどもを産み育てられる社会の実現

施策の展開

基本方針

子育てに関する様々な悩みや不安に対応する見守り体制を整備するとともに、
妊娠期・出産から育児における切れ目のない支援を行います。

経済的支援や親子の健康づくりを進め、こどもを安心して産み育てられる
社会の実現を目指します。

総合福祉保健センター分館
整備事業（イメージ）

産後ケア事業の様子

主
な
事
業

主
な
事
業
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民間保育所等の整備
継続的に待機児童を生じさせないため、保育の量の見込みを踏まえて、新たな保育所等
を整備するとともに、公立保育園の老朽化した施設の改修を計画的に行います。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施
満3歳未満の通園していない乳幼児に、遊びや生活の場を月一定時間提供することで、
すべてのこどもの育ちを応援する事業である「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園
制度）」を実施します。

放課後児童クラブの充実（放課後児童健全育成事業の実施）
小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に遊び及び生活の場を確保し、その健
全な育成を図ります。また、児童が健やかに過ごせる環境の確保に向けて、新たな放課
後児童クラブの設置や施設の改修を行います。

児童センター機能の充実・健全な遊びの提供
児童センターの安全で安心な環境を確保するため、老朽化した遊具・設備の更新を行います。
また、こども体験教室や季節行事を児童センターにおいて開催することで、遊びや体験
の機会を提供します。

すべてのこどもが健やかに育つための支援の充実

保育ニーズに対応した多様な事業を実施するとともに、デジタル技術の活用や
民間保育所、放課後児童クラブの環境整備を推進し、サービスの質の向上を図ります。

主
な
事
業

保育活動の様子

放課後児童クラブの様子

児童センターの様子

基本方針
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地域子育て支援拠点施設
（つどいの広場）の充実
地域において子育て親子の交流等を進める
ため、子育て支援の拠点施設を設置し、子育
て親子同士の交流促進、子育て相談を行うと
ともに、子育て関連情報の提供を図ります。

公園等の整備充実
都市公園や緑地、ふれあいの森において、整
備、再整備、活用及び保全を検討し、こども
の遊び場を確保します。また、北初富駅から
新鎌ケ谷駅までの東京10号線延伸新線跡地
の一部を公園として整備します。

結婚新生活支援事業
結婚を機に本市に定住する世帯に対して住
宅の賃料や取得費、引越費用などの一部を補
助し、経済的な不安から結婚に踏み出せない
方に対して支援を行います。

ICT教育環境の整備
情報教育の拡充とGIGAスクール構想の実
現に向けて、ICT機器活用についての教職員
研修を実施します。

学校給食費の無償化
市内小中学校に通う第3子以降及び小学校1
年生の学校給食費を無償化します。

標準服の導入
令和7年4月入学の生徒から市内中学校の
制服を統一し、多様性に配慮した鎌ケ谷市中
学校標準服を導入します。

社会全体でこども・若者を
支えるための環境の整備

こども・若者が自分らしく
成長し活躍できる環境づくり

子育てに関するボランティア活動の促進や、
遊び場の確保、居場所づくり、こども・若者の

将来に向けた支援等を行います。

学校教育や生涯学習の充実を図るとともに、
人権や多様性が尊重される地域づくりを
推進することで、互いを尊重しながら
成長できる社会の実現を目指します。

主な事業 主な事業

つどいの広場事業の様子 学習用端末（ICT）を使った授業の様子 多様性に配慮した新しい制服

基本方針 基本方針
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こども家庭センターの設置
母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を行うため、令和７年度にこども家庭セ
ンターを設置し、妊産婦、こども及び子育て家庭の健康及び福祉に関する包括的な支援
を切れ目なく提供します。

子育て世帯訪問支援事業
子育てに不安を抱えた家庭、妊産婦、ヤングケアラーなどがいる家庭を訪問し、家事・
子育てなどの支援を行います。

親子関係形成支援事業
親子の関わり方について相談や助言を実施するとともに、同じ悩みを抱える保護者同士
の共有の場を提供します。

校内教育支援センターの設置
自分のクラスに入りづらい児童生徒が、落ち着いた空間の中で自分に合ったペースで学
習・生活できる環境を学校内に設置します。

児童扶養手当の支給
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当を支給します。

ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費の全部又は一部を助成します。

母子父子自立支援プログラムの策定及び支援
ひとり親家庭の個々の生活や子育ての状況などを踏まえて、
個々のニーズに応じた子育て・生活支援、就業支援を組み合わ
せたプログラムに基づき、支援を行います。

きめ細かな支援が必要な
こども・若者・子育て家庭への支援

制度の狭間や孤独・孤立等の困難を有するこども・若者に対して、
積極的な支援を行います。

ひとり親家庭への支援及びこどもの貧困対策を行います。

主
な
事
業

主
な
事
業

基本方針
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年度 定員 0歳 1・2歳 3～5歳
令和7年度 幼保連携型認定こども園設置（新設） 90 ３ 33 54

8年度 幼保連携型認定こども園設置（新設） 60 ２ 22 36
9年度 認可保育所等設置（新設） 60 ２ 22 36

合計 210 ７ 77 126

対象年齢 3～5歳 0～2歳

支給認定 教育標準時間
（1日あたり3～4時間）

保育短時間（1日あたり8時間、1か月あたり平均200時間）
又は

保育標準時間（1日あたり11時間、1か月あたり平均275時間）
認定区分 1号認定（3～5歳） 2号認定（3～5歳） ３号認定（0～2歳）
利用施設 幼稚園・認定こども園 保育所・認定こども園 保育所・認定こども園・地域型保育事業

量の見込み
（保育需要）

提供体制
（確保方策）

量の見込み
（保育需要）

提供体制
（確保方策）

量の見込み
（保育需要）

提供体制
（確保方策）

令和
7年度 1,332人 2,499人 803人 894人 857人 831人

8年度 1,261人 2,499人 835人 930人 905人 855人

9年度 1,224人 2,499人 897人 966人 934人 879人

10年度 1,212人 2,499人 888人 966人 926人 879人

11年度 1,210人 2,499人 888人 966人 924人 879人

◦�0～2歳（3号認定）について、量の見込みに対し、提供体制が不足していますが、0歳児など余裕分を活用するなど、
弾力的な運用を行うことで不足を解消します。

◦�令和8年度に幼稚園1園を幼保連携型認定こども園に移行することを予定していますが、当該施設の1号認定・提
供体制は、令和7年3月時点の定員に基づき作成しています。

❶ 施設整備の計画

❷ 量の見込みと提供体制

鎌ケ谷市こども計画は、法定事業計画である「子ども・子育て支援事業計画」を包含して
策定します。この計画は、「教育・保育事業」や「地域子ども・子育て支援事業」について、
「量の見込み」とそれに対応する「確保方策の内容及び実施時期」を示すものです。

子ども・子育て
支援事業計画

教育・保育事業とは、教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園等）や、地域型保育事業（小
規模保育事業等）のサービスとなります。
本市の保育所等の「量の見込み」は引き続き増加していくことが見込まれますが、需要に応じた施
設整備（下表❶）を進めることで、待機児童ゼロの継続を目指します（下表❷）。

教育・保育事業
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この事業は、様々な子育てニーズに対応した、地域における子育て支援の総称となります。令和
11年度までに、提供体制の確保とともに事業内容の向上を図ることで、「量」と「質」の両面から
地域子ども・子育て支援事業の充実を図ります。

地域子ども・子育て支援事業

※１「乳児等通園支援事業（こどもだれでも通園制度）」は、令和７年度段階で量の見込みが提供体制を上回っていま
すが、段階的に事業を拡充することで充足を目指します。また、本事業は、令和８年度からの全国実施により、
地域子ども・子育て支援事業から新たな給付制度に移行します。

※２「地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）」は、提供体制（実施施設数）内で量の見込み（利用者）を確保し
ていきます。

※３「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」は、量の見込みが提供体制を上回っていますが、実際の利用者
は出席率が70％程度であるため、提供体制を確保しています。

鎌ケ谷市こども計画概要版 発行：令和7年3月
鎌ケ谷市役所　こども支援課
〒273-0195　千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2―6 ―1
TEL：047-445-1320（直通）　FAX：047-443-2233

計画書本編は、
市ホームページ
からご覧いた
だけます。

事業名
令和７年度（計画の初年度） 令和11年度（計画の最終年度）

量の見込み 提供体制 量の見込み 提供体制
利用者支援事業
（基本型＋こども家庭センター型） 12か所 12か所 12か所 12か所

子育て短期支援事業 190回 190回 190回 190回
一時預かり事業 63,995人 72,357人 62,504人 75,103人
養育支援訪問事業 276件 276件 276件 276件
新規 子育て世帯訪問支援事業 432件 432件 432件 432件
新規 児童育成支援拠点事業
新規 親子関係形成支援事業 25件 25件 25件 25件
新規 妊婦等包括相談支援事業 1,659回 1,914回 1,630回 1,881回
妊婦健康診査事業 7,503件 8,932件 7,374件 8,778件
新規 産後ケア事業 165件 165件 165件 165件
乳児家庭全戸訪問事業 612件 612件 602件 602件

新規 乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制度） 48人 10人

※1
45人 45人

地域子育て支援拠点事業
（つどいの広場事業） 30,090人 8か所

※2
31,269人 8か所

※2

延長保育事業 1,190人 1,725人 1,273人 1,845人
実費徴収に係る補足給付を行う事業 131件 131件 131件 131件
病児保育事業 55人 1,848人 55人 1,848人

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業） 4,271件 4,271件 4,019件 4,019件

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ） 1,014人 867人

※3
1,131人 867人

※3

多様な主体が本制度に参入することを
促進するための事業

計画期間内に実施時期や体制などを検討します

事業の性質上見込みを設定しません


